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建設リサイクル法について 





建設リサイクル法について

１ 経緯

 建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）が平成１４年５月３０日から全面施行され，一

定の要件に該当する建設工事（対象建設工事）を行う場合，特定建設資材の分別解体等及び再資

源化等の実施が義務化されました。 

また，建築物等には，多種多様の有害物質等が使用されている可能性があり，特に吹付け石綿

等の付着物やその他石綿含有建材（成形板等）の有無については，元請業者の事前調査・事前措

置が法により義務づけられています。 

２ 特定建設資材 

   ①ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材を含む）②木材 ③ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

３ 対象建設工事 

工 事 の 種 類 規模の基準 

 建築物の解体工事 延床面積   ８０㎡以上 

 建築物の新築・増築工事 延床面積  ５００㎡以上 

 建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等） 請負金額   １億円以上（税込）

 建築物以外の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額 ５００万円以上（税込）

４ 広島県における「建設リサイクル法」に係る届出の流れ（フロー図）

５ 届出書の宛先（ただし，届出書の提出先は各市町） 

 広島市，廿日市市，呉市，三原市 

尾道市，福山市，東広島市 
三次市 

左記以外の 

市町

建築物の解体 
特定行政庁の長 

（上記の市長） 

建設事務所長 
（小規模住宅等※に限り三次市長） 

建設事務 

所長 
建築物の解体以外 
（新築・増築・修繕・模様替

その他の工作物工事等） 

建設事務所長 

 ※ 建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号に掲げる戸建て住宅等の建築物（その建築物に関して都道府県知事の許可を必要とするものを除く。） 

工事場所
工事の種類

オ 届出書回付

（建築主事を置く市※を除く）

発 注 者
（分別解体等の計画作成） 

カ 変更命令

元 請 業 者
（対象建設工事の届出事

項に関する書面）

・分別解体等，再資源化等の実施

・技術管理者等による施工の管理

・現場における標識の掲示

元 請 業 者

（再資源化等の完了の

確認）

ケ 助言
勧告
命令
立入検査サ 書面による報告

ア 説明 イ 契約

下 請 業 者

キ 契約キ 告知

受 注 者
ク

コ

【宛先】

広 島 県 知 事
（建設事務所長又は市長）

ウ 届出書提出

ク

工
事
完
成

工
事
実
施

エ 受付

※建築主事を置く市：広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市，廿日市市及び三次市の一部

【届出書の提出先】

市 町
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６ 届出様式の一部変更 

平成 28年６月１日以降，広島県独自に，石綿・フロン等の事前調査及び事前措置の状況を詳

細に記載する様式を定めて使用しておりましたが，令和３年の省令様式改正により，石綿等に関

する記載欄が追加されたため，令和３年４月１日以降は，省令様式を使用する扱いとしておりま

す。 

また，届出書・委任状等への押印を不要としております。 

詳しくは，広島県ＨＰ（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/1171326088100.html）
をご確認ください。 

対象建設工事の施主の皆様へ 

省令様式に，石綿・フロン等の事前調査及び事前措置の状況などについて記載する欄が追加された

ため，省令様式を使用する扱いとしております。 

様式第１号 別表１ 

令和３年４月１日から 

「建設リサイクル法に係る対象建設工事の 

届出」の様式の一部が新しくなりました 

【様式への記載例】（赤字 が省令様式による変更があった箇所です）

様式に関するお問合せ先（各建設事務所の建築課と技術企画課）は，次のとおりです。 
西部建設事務所：(082)250-8158，東部建設事務所：(084)921-1311，北部建設事務所：(0824)63-5181，技術企画課：(082)513-3853 

↓広島県ホームページでも変更の内容を確認できます↓ 

（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/1171326088100.html） 

この部分が省令様式により追加
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資源有効利用促進法に関する省令の改正に伴う 

県要領等の改正について 





資源有効利用促進法に関する省令の改正に伴う県要領等の改正について 

１ 趣旨 

 盛土による災害の防止に向け，建設工事から発生する土の搬出先を明確にするなどの取組を推進するた

め，資源有効利用促進法（再生資源の利用の促進に関する法律）に関する省令※が改正され，ストックヤ

ード運営事業者登録制度が創設された。これらに伴い，「建設副産物適正処理実施要領」及び「再生資源利

用促進実施要領」等（以下，「県要領等」という）を改正した。

※建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成三年建設省令第十九号） 

※建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 

（平成三年建設省令第二十号）

２ 省令の改正等の概要 

（1）資源有効利用促進法（再生資源の利用の促進に関する法律）に関する省令の改正（別紙１参照） 

・建設発生土の搬出に関する関係法令の手続きの確認（新設） 

・建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等（新設） 

（2）ストックヤード運営事業者登録制度の創設（新設）（別紙２参照） 

３ 「県要領等」の改正 

 上記の省令改正が令和５年５月 26 日から適用されることを受け，「県要領等」を改正した。 

（1）「建設副産物適正処理実施要領」の改正 

・受注者が，建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地であるなど適正であることや，関連法令の手続

き状況を確認し（発注者は手続き状況を説明），確認結果票を作成することを明文化 

・受注者が，運搬業者に対し確認結果を通知することを明文化 

・受注者が，建設発生土を搬出したときは，搬出先に受領書の交付を求め，確認を行うことを明文化 

・受注者が，確認結果票を現場掲示し，確認結果票及び受領書を工事完了後から５年間保存することを

明文化 

（2）「再生資源利用促進実施要領」の改正 

・受注者が，建設発生土を受け入れた場合は，搬入元に受領書を交付することを明文化 

（3）その他 

・「県要領等」の改正に合わせ，土木工事共通仕様書や建設工事に係る特記仕様書を改定する。 

４ 今後の予定 

令和６年６月から，受注者が建設発生土を搬出した場合は，最終搬出先まで確認することが義務付けら

れる。それに伴い，別途，「県要領等」を改正する予定。 
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別紙１



03-5253-8111

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugy
o_const_fr1_000001_00041.html
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03-5253-8111

500

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00042.html

R5.5.26
R6.6.1
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別紙２



再生資源利用促進計画書・実施書について

再生資源利用促進計画書・実施書について

計画書・実施書作成時の留意点

広島県では，請負代金額100万円以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，

アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材等を工事現場から搬出する場合には，

再生資源利用促進計画を作成し，施工計画書に含めて監督職員に提出することとして

います。

また，再生資源利用促進計画を作成した工事は，工事完了後速やかに実施状況を記

録した「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出することとしています。

計画書・実施書の作成時に，コードの選択ミスが散見されています。

事業者の皆様におかれましては，計画書・実施書の作成時に次の点にご留意いただ

きますようお願いします（詳細は別紙参照）。

１「施工条件の内容」欄

広島県では，前頁の「建設発生土の処分及び処理土の利用について」のとおり，

公共工事等への流用が困難な場合には，公の関与する埋立地又は建設発生土処分先

一覧表に掲載された施設へ搬出することとしており，これは「指定処分Ａ」に該当

します。

工事の特記仕様書等において，これらの施設への搬出を指定されている場合は，

「Ａ指定処分（発注時に指定されたもの）」 を選択してください。

なお，県発注工事では「Ｂ指定処分」や「自由処分」は，原則使用していません。

２「搬出先の種類コード」欄

建設発生土処分先一覧表に掲載された施設には，建設発生土リサイクルプラント，

建設発生土受入地，建設発生土受入地（一時堆積）の３種類があります。

それぞれの施設に応じて，次のとおり選択してください。

建設発生土リサイクルプラントへ搬出する場合，

「４．土質改良プラント」

建設発生土受入地へ搬出する場合，事業者に受入地の建設目的を確認し，

①農地転用など，再利用を目的とした受入地の場合

「２．他の工事現場（内陸）」

②建設発生土処分場の建設など，最終処分を目的とした受入地の場合

「10．土捨場・残土処分場」

建設発生土受入地（一時堆積）へ搬出する場合，

「５．工事予定地・仮置場・ストックヤード（再利用の目的がある場合）」

公の関与する埋立地へ搬出する場合，

「２．他の工事現場（内陸）」 または 「３．他の工事現場（海面）」
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2/4

様式２・ロ 再生資源利用促進計画書　－建設副産物搬出工事用－
建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と

1.工事概要 表面（様式１）に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2.建設副産物搬出計画

2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に ②+③+⑤
わたる時は、用紙を換えて下さい。

km トン トン

トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン トン トン km トン トン ％

km トン トン

トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン トン トン km トン トン ％

km トン トン

トン トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 ％

コード*10 コード*11 コード*12 コード*13
1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について 【建設廃棄物の場合】 【建設発生土の場合】
3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.Ａ指定処分 1.売却 8.廃棄物最終処分場（海面処分場） 1.売却 6.工事予定地・仮置場・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
4.その他 4.その他 （発注時に指定されたもの） 2.他の工事現場 9.廃棄物最終処分場（内陸処分場） 2.他の工事現場（内陸） （再利用の目的がない場合）

2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） 3.広域認定制度による処理 3.他の工事現場（海面） 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
注記） （発注時には指定されていないが、 4.中間処理施設（アスファルト合材プラント） ただし、廃棄物最終処分場を除く 8.廃棄物最終処分場（覆土としての受入）
・ 一般廃棄物は記入しないで下さい。 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） 5.中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設） 4.土質改良プラント 9.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）
・ 土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。 3.自由処分 6.中間処理施設（サーマルリサイクル） 5.工事予定地・仮置場・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 10.土捨場・残土処分場

7.中間処理施設（単純焼却） （再利用の目的がある場合）
※ 6,9,10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

民間

搬出先名称

搬出先2

A指定処分

A指定処分

A指定処分 広島市中区基町●-●

5,500.000 0.000

5.仮置(有)

2.他工(陸)

34101 15

34101 20

4.改ﾌﾟﾗ

10.土捨場

広島市中区基町●-●

34101 10

広島市中区基町●-●

広島市中区基町●-●

34101 5

0.000

0.000

裏面

0.000

0.000

搬出先2

搬出先1

搬出先2

廃塩化ビニ
ル管・継手

建 設 副 産 物 ①発生量

（掘削等）
=②+③+④

搬出先2

施工条件の
内容
ｺｰﾄﾞ＊12

搬出先2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

金属くず
搬出先1

アスファルト・
コンクリート塊

搬出先1

0.000

建設発生木材A 搬出先1
（柱、ボードなど木製資材

が廃棄物となったもの） 搬出先2

5,500.000

0.000

設 第　三　種 搬出先1

発 建設発生土 搬出先2

浚渫土以外の泥土
搬出先1

搬出先2

生 第　四　種

搬出先2

土 建設発生土 搬出先2

0.000

0.000

建 建設発生土 搬出先2 民間

0.000

3,200.000

その他の分別
された廃棄物

搬出先1

搬出先2

第　一　種 搬出先1 民間

建設発生土 搬出先2 民間

混合状態の廃棄物 搬出先1

(建設混合廃棄物)

●●株式会社リサイクルセンター

4.その他

建設発生木材B 搬出先1
（立木、除根材などが廃

棄物となったもの） 搬出先2

搬出先1

搬出先1

0.000

0.000

0.000

搬出先2
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令和５年度の建設工事等に係る 

入札・契約制度の改正について 





令和５年度の建設工事等に係る入札・契約制度の改正等について

建 設 産 業 課 

Ⅰ 趣旨 

「広島県建設産業ビジョン2021」に基づく，「確かな競争力を発揮する建設産業」「担い手確

保と働き方改革」「建設産業の生産性向上」「災害時に力を発揮する建設産業」の４分野にお

ける具体的な取組を進めていくため，次のとおり制度改正等を行う。

Ⅱ 改正内容等 

１ 予定価格の事後公表の拡大【令和５年６月～】                      （Ｐ17） 

   建設工事に係る予定価格を事後公表する対象工事を拡大することとし，建設工事におけ

る適正な見積り及び競争を促進する。 

２ 週休２日モデル工事等の改正【令和５年６月～】              （Ｐ18） 

   「担い手確保と働き方改革」の実現に向け，週休２日の取組を進める。 

３ 快適トイレモデル工事の改正【令和５年６月～】              （Ｐ20） 

   「担い手確保と働き方改革」の実現に向け，快適トイレを現場に設置し，労働環境の改

善を図る。 

４ ＩＣＴ活用工事の拡大【令和５年６月～】                 （Ｐ21）

   「建設産業の生産性向上」の実現に向け，ＩＣＴ活用工事の取組を拡大する。  

５ 建設工事に係る総合評価落札方式の改正【令和５年６月～】         （Ｐ24）

   総合評価落札方式の評価項目等について，生産性の向上や担い手の確保・育成を考慮し

た内容へ改正し，価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。 

６ 低入札価格調査制度の強化【令和５年度上半期中を目標】          （Ｐ30） 

入札契約に係る不正を排除し，公正性・公平性・透明性の高い市場環境の整備を図るた

め，低入札価格調査制度を改正し，適正な競争と工事品質を確保する。

７ 工事成績条件付き一般競争入札の改正【令和５年６月～】               （Ｐ31） 

   広島県が発注する建設工事について，工事成績の実績を要件とした「工事成績条件付一

般競争入札」を改正し，優良な県内企業の受注機会の確保を図る。 

８ 優良建設工事等表彰制度の改正【令和５年６月～】                  （Ｐ32） 

   技術力の高い企業及び技術者を適切に評価するため，優良建設工事等の表彰制度を改正

し，適切な運用を図る。 

９ 災害復旧工事等における損害発生時の受注者負担軽減【令和５年４月～】    （Ｐ33） 

   災害発生時の受注者負担を軽減し，受注しやすい環境を整えるため，災害復旧工事等に

ついて，不可抗力による損害が発生した場合の受注者負担を求めないこととする。 

建設工事に係る改正
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10 業務に係る総合評価落札方式の改正【令和５年６月～】           （Ｐ34） 

   総合評価落札方式の評価項目等について，総合評価落札方式の評価項目を一部改正し，

価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。 

11 ＣＩＭ推進モデル業務及びＣＩＭ活用工事の拡大【令和５年６月～】    （Ｐ38） 

   「建設産業の生産性向上」の実現に向け，建設現場の生産性向上を図るため，ＣＩＭ推

進モデル業務及びＣＩＭ活用工事を拡大する。 

12 ＢＩＭ推進モデル業務の試行【令和５年６月～】              （Ｐ39）

   「建設産業の生産性向上」の実現に向け，建設現場の生産性向上を図るため，新築工事

の設計業務において，ＢＩＭ推進モデル業務の試行を開始する。 

13 令和５・６年度の建設工事等の入札参加資格の認定及び格付別標準発注金額等（Ｐ40）

   令和５年度及び令和６年度において，県が発注する建設工事等に係る入札参加資格の認

定を行うとともに，格付別標準発注金額表を改正する。 

14 令和５・６年度の測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務の入札参加資格の認定      （Ｐ43） 

   令和５年度及び令和６年度において，県が発注する測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務に係る入札

参加資格の認定を行う。 

測量・建設コンサルタント等業務に係る改正

入札参加資格認定等に係る改正 

ＢＩＭ／ＣＩＭの活用に係る改正 
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１ 予定価格の事後公表の拡大について 

１ 趣旨 

  建設工事に係る予定価格を事後公表する対象を拡大することとし，建設工事における

適正な見積り及び競争のより一層の促進を図る。 

２ 内容 

次のとおり，予定価格を事後公表する対象工事を拡大する。 

改正前                    改正後 

３ 今後の予定 

  引き続き，対象工事を拡大する。 

４ 施行期日 

  令和５年６月１日以降に指名・公告する工事から実施する。 

（対象部局：全部局）

設計金額 入札参加資格 

1.0億円以上 ・土木一式工事 

1.5億円以上 

・建築一式工事 

・ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

・電気工事 

・管工事 

2.5億円以上 
・機械器具設置工事 

・電気通信工事 

5億円以上 ・上記以外 

設計金額 入札参加資格 

1.5億円以上 

・土木一式工事 

・建築一式工事 

・ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事

・電気工事 

・管工事 

2.5億円以上 
・機械器具設置工事 

・電気通信工事 

5億円以上 ・上記以外 
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２ 週休２日モデル工事等について 

１ 趣旨 

  「担い手確保と働き方改革」の実現に向け，週休２日の取組を進める。  

２ 内容 

（１）「週休２日モデル工事」 

ア  請負対象設計金額１千万円以上の工事は，原則，発注者指定型の「週休２日モデル工事」

として実施する。 

また，請負対象設計金額１千万円未満の工事は，受注者希望型の「週休２日モデル工事」

として実施する。 

なお，緊急対応工事など現場閉所が困難な工事，又は，工期が短く，対象期間が２週間

未満となる工事等は除く。 

（対象部局：農林水産局，土木建築局(営繕課を除く)，商工労働局，上下水道部） 

イ  営繕課発注のすべての工事（現場施工可能期間が短い等の現場閉所が困難な工事を除

く）は，原則，発注者指定型の「週休２日モデル工事」として実施する。 

（２）「週休２日交替制モデル工事」 

  「週休２日モデル工事」での発注が困難な工事は，技術者や技能労働者ごとに週休２日に

取り組む「週休２日交替制モデル工事」を受注者希望型で実施する。

（対象部局：農林水産局，土木建築局，商工労働局，上下水道部） 

※農林水産局については，令和５年度から「週休２日モデル工事」の発注者指定型及び「週休２日交替制モデル工事」を導入。

※土木建築局（営繕課）については，令和５年度から「週休２日交替制モデル工事」を導入。

３ 今後の予定 

   次年度以降，「週休２日モデル工事」の発注者指定型において４週８休以上を実施できなかっ

た場合は，工事成績評定の減点を行うことを検討する。 

４ 施行期日 

令和５年６月１日以降に指名・公告する工事から実施する。

― 18 ―



【参考】

週休２日モデル工事 週休２日交替制モデル工事 

週休２日の考え方 

対象期間において，４週８休（対象期間の28 分

の８の日数のこと）以上の現場閉所を行ったと認

められること。 

現場閉所が困難な工事は，週休２日交替制モデル工事と

して実施する。 

現場閉所とは，対象期間内において，１日を通して，現

場事務所での内業を含むいずれの現地作業も実施して

いない状態のこと。

対象期間において，技術者及び技

能労働者が交代しながら４週８

休（対象期間内に現場に従事した

技術者等の平均休日率※１が28分

の８の水準）以上の休日を確保し

たと認められること。 

※１ 休日率（％）＝技術者・技能労働者

の休日日数÷対象期間

対象期間 

工事着手する日（準備期間は含まない）から工事完了日(後片付け期間※２は含まない)

までとし，次の期間は対象期間から除く。 

１ 年末年始６日間及び夏季休暇３日間 

２ 工場製作のみが行われている期間 

３ 災害時の緊急対応等，受注者の責によらず休工・現場作業する期間 

※２ 土木工事標準積算基準書（参考資料編）に記載の後片付け日数以上を確保すること

営繕工事については，労務費の補正のみを行う。 

営繕工事については，労務費の補正のみを行う。 

「週休２日モデル工事」の補正係数 

４週６休以上４週７休未満 

（21.4％以上25.0％未満） 

４週７休以上４週８休未満 

（25.0％以上28.5％未満） 

週休２日（４週８休以上） 

（28.5％以上） 

労務費     １．０１ 

機械経費（賃料）１．０１ 

共通仮設費   １．０２ 

現場管理費   １．０３ 

労務費     １．０３ 

機械経費（賃料）１．０３ 

共通仮設費   １．０３ 

現場管理費   １．０４ 

労務費     １．０５ 

機械経費（賃料）１．０４ 

共通仮設費   １．０４ 

現場管理費   １．０６ 

「週休２日交替制モデル工事」の補正係数 

４週６休以上４週７休未満 

（21.4％以上25.0％未満） 

４週７休以上４週８休未満 

（25.0％以上28.5％未満） 

週休２日（４週８休以上） 

（28.5％以上） 

労務費     １．０１ 

現場管理費   １．０１ 

労務費     １．０３ 

現場管理費   １．０２ 

労務費     １．０５ 

現場管理費   １．０３ 
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３ 快適トイレモデル工事について 

１ 趣旨 

  「担い手確保と働き方改革」の実現に向け，快適トイレを現場に設置し，労働環境の改善を

図る。  

２ 内容 

「快適トイレモデル工事」の発注者指定型の適用拡大 

    請負対象設計金額１千万円以上の工事（災害復旧工事を除く）は，原則，発注者指定型

として実施する。 

    なお，発注者指定型を除く工事（災害復旧工事を除く）は，原則，受注者希望型として

実施する。 

※農林水産局については，令和５年度から発注者指定型を導入。

３ 施行期日 

令和５年６月１日以降に指名・公告する工事から実施する。 

（対象部局：農林水産局，土木建築局，商工労働局，上下水道部） 

 【参考】 

【参考】快適トイレの仕様 

(1) 快適トイレに求める機能 (2) 付属品として備えるもの 

ア 洋式便座 

イ 水洗機能（簡易水洗，し尿処理装置付きを含

む） 

ウ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 

エ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 

オ 照明設備（電源がなくても良いもの） 

カ 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設

備機能（耐荷重５kg 以上） 

キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

ク 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口

が直接見えないような配置等） 

ケ サニタリーボックス 

コ 鏡付きの洗面台 

サ 便座除菌シート等の衛生用品 

(3) 推奨する仕様，付属品 

シ 室内寸法900×900mm 以上（面積ではない） 

ス 擬音装置（機能を含む） 

セ 着替え台 

ソ 臭気対策機能の多重化 

タ 室内温度の調整が可能な設備 

チ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

「(1) 快適トイレに求める機能」及び「(2) 付属品として備えるもの」は，現場に導入するにあたり必

ず備えるものとする。
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４ ＩＣＴ活用工事の拡大について 

１ 趣旨 

「建設産業の生産性向上」の実現に向け，「ＩＣＴ活用工事」の取組を拡大する。 

２ 内容 

(1) 対象工事の拡大 

   土工，舗装工，河川浚渫及び舗装工（修繕工）は，発注者指定型及び発注者指定（簡易）

型の対象工事を拡大し（次の図を参考に発注型式を選定），施工規模に応じてＩＣＴを活用

する。また，ＣＩＭモデルの業務成果があるものは原則発注者指定型で工事発注する。

  ア 土工 

改正前                改正後 

図 発注イメージ（その１）

ＩＣＴ活用工事 簡易型ＩＣＴ活用工事 

(１)～(５)の全ての段階でＩＣＴ施工技術を活用する。 

(１)３次元起工測量 

(２)３次元設計データ作成 

(３)ＩＣＴ建設機械による施工 

(４)３次元出来形管理等の施工管理 

(５)３次元データの納品 

(１)～(５)のうち，部分的にＩＣＴ施工技術を活用する。 

(１)３次元起工測量【任意】 

(２)３次元設計データ作成【必須】 

(３)ＩＣＴ建設機械による施工【任意】 

(４)３次元出来形管理等の施工管理【必須】 

(５)３次元データの納品【必須】 

発注型式の取扱い 

発注者指定型 ＩＣＴ活用工事の実施が必須 

発注者指定（簡易)型 
簡易型ＩＣＴ活用工事の実施が必須 

契約後，ＩＣＴ活用工事に変更することも可能 

受注者希望型 
契約後，受注者の希望により，ＩＣＴ活用工事又は簡易型ＩＣＴ活用工事を実施する

ことが可能 

【必須】
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  イ 舗装工 

改正前                改正後 

  ウ 河川浚渫 

改正前                改正後 

  エ 舗装工（修繕工） 

改正前                改正後 

図 発注イメージ（その２） 

(2) 適用工種の拡大 

   次のとおり，適用工種を拡大する。 

改正前                    改正後 

３ 施行期日 

令和５年６月１日以降に指名・公告する工事から実施する。 

（対象部局：土木建築局（営繕課を除く)，商工労働局) 

適用工種 

土工（すべての施工規模） 

舗装工 

河川浚渫 

作業土工（床掘） 

付帯構造物設置工 

法面工 

地盤改良工 

舗装工（修繕工）（切削オーバーレイ

工，路面切削工） 

構造物工（橋脚・橋台，橋梁上部，基礎

工，擁壁工） 

適用工種 

土工（500m3以上） 

舗装工 

河川浚渫 

作業土工（床掘） 

付帯構造物設置工 

法面工 

地盤改良工 

舗装工（修繕工）（切削オーバーレイ

工） 

構造物工（橋脚・橋台） 
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 農林水産局におけるＩＣＴ活用工事の試行拡大について 

１ 趣旨 

「建設産業の生産性向上」の実現に向け，「ＩＣＴ活用工事」の取組を拡大する。 

２ 内容 

 （１）適用工種の拡大 

    土工，ほ場整備工に加え，「舗装工」の試行を開始する。 

改正前                    改正後 

３ 対象工事

試行要領を定め，「広島県の調達情報」において公表する。 

４ 施行期日 

令和５年８月１日以降に公告する工事から実施する。 

（対象部局：農林水産局） 

適用工種 

土工（1,000m3以上） 

ほ場整備工（1.0ha以上） 

舗装工（3,000m2以上） 

適用工種 

土工（1,000m3以上） 

ほ場整備工（1.0ha以上） 
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５ 建設工事に係る総合評価落札方式について 

１ 趣旨 

「確かな競争力を発揮する建設産業」，「担い手確保と働き方改革」の実現に向けて，総合評

価落札方式の評価項目について，生産性の向上や担い手の確保・育成を考慮した内容へ改正し，

価格と品質で総合的に優れた調達の環境の整備を図る。

２ 評価項目の改正点 

（１）技術提案「実施方針」の追加 

   請負対象設計金額３億円以上の「技術評価１型」について，「実施方針」を評価項目とし

て設定し，工事箇所の周辺環境，施工時期，施工条件，施工方法等の特性を踏まえた施工上

の留意事項の記述を求め，評価する。 

（２）配置予定技術者の能力「ＩＣＴ活用工事の施工経験」の追加 

建設現場の生産性向上を目指しＩＣＴ活用工事の普及拡大を図るため，過去２年間に完成

した公共発注機関が発注したＩＣＴ活用工事に主任（監理）技術者又は現場代理人として施

工した経験がある配置予定技術者を加点評価する。 

当該工事をＩＣＴ活用工事で発注する工事を評価対象として設定するものとし，実績とし

て評価する工事は当該工事と同じ業種で発注されたＩＣＴ活用工事又は簡易型ＩＣＴ活用

工事（中国Light ICT工事を含む）とする。 

令和５年６月１日以降に公告する工事 

ICT活用工事の施工経験 

主任（監理）技術者としてICT活用工事の施工経験あり 2.0点 

主任（監理）技術者として簡易型ICT活用工事（中国
Light ICT工事を含む）の施工経験あり 

1.0点 

現場代理人としてICT活用工事又は簡易型ICT活用工事
（中国Light ICT工事を含む）の施工経験あり 

0.5点 

施工経験なし 0.0点 

３ 評価方法の改正点 

（１）技術提案「品質に関する課題」及び「施工に関する課題」の評価方法の変更 

当該工事箇所の諸条件（周辺環境，施工時期，施工条件，施工方法等の特性）を踏まえた

提案の理由について，記述を求める。 

また，実施方針を評価項目として設定した場合において，実施方針を踏まえた内容となっ

ていない場合は技術提案の評価点を減ずる。 

（２）企業の施工能力「登録基幹技能者の配置」における対象業種の追加 

技能労働者の確保・育成に向け，全ての登録基幹技能者を対象とし，登録基幹技能者を当

該現場に配置する場合に加点評価する。 

基幹技能者の所属は元請，下請にかかわらないが，配置予定技術者又は現場代理人との兼

務の場合は評価対象外とする。 
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（３）企業の施工能力「建設キャリアアップシステムの活用」の評価基準の変更 

技能労働者の確保・育成と処遇改善に向け，設計金額１億円以上の全ての型式について，

建設キャリアアップシステムを当該現場で活用し，次の基準を達成する者を加点評価する。 

指 標 基準 

就業履歴蓄積率 25％ 

就業履歴蓄積率：カードリーダーを利用して工事現場へ入場した技能者の延べ人数／工事現場へ

入場した技能者の延べ人数 

対 象 期 間：工事着手する日（準備期間は含まない）から工事完了日（後片付け期間は含ま

ない）まで 

令和５年６月１日以降に公告する工事 

建設キャリアアップシステムの活用 

就業履歴蓄積率が25%以上 1.0点 

建設キャリアアップシステムを活用する
が就業履歴蓄積率が25%未満 

0.5点 

活用しない 0.0点 

（４）地域貢献の実績「過去４年間の災害復旧工事等の受注実績」の評価対象期間の変更 

   令和５・６年度建設工事入札参加者名簿の作成に伴い，災害復旧工事等の受注実績の評

価対象期間を変更する。 
公告日 評価対象期間 

令和３年６月１日から 
令和５年５月31日 

平成28年11月１日から令和２年10月31日 

令和５年６月１日から 
令和７年５月31日 

平成30年11月１日から令和４年10月31日 

※対象工事は，評価対象期間に引き渡しを受けた災害復旧工事等とし，応急復旧工事は対象外。

（５）企業の施工能力「工事成績の平均（最高）点」，配置予定技術者の能力「工事成績の平均

（最高）点」における対象期間の変更及び配置予定技術者の能力「継続教育（ＣＰＤ）」に

おける評価対象年度の変更 

   令和４年度に引き続き，評価対象期間を延長する。 

例 企業の施工能力「工事成績３件の平均点」の評価対象期間 

公告日 R4.4.1～R5.3.31 R5.4.1～R6.3.31 

評価対象期間
平成29年４月１日から 

公告日の前日まで 
（５年） 

平成30年４月１日から 
公告日の前日まで 

（５年） 

配置技術者の能力「継続教育（ＣＰＤ）」の評価対象期間 

公告日 R4.4.1～R5.3.31 R5.4.1～R6.3.31 

評価対象期間
平成31年４月１日から 
令和４年３月31日まで 

（３年） 

令和２年４月１日から 
令和５年３月31日まで 

（３年） 
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４ その他 

技術提案に係る実施方針の記載の条件 

   技術提案に係る実施方針について，次のとおり記述の条件を設定する。 

    ①文字の大きさ：９ポイント以上 

    ②文字数：４００字以内（図表等の文字数は含めない） 

    ③枚数：Ａ４用紙 １枚以内（図表等の参考資料も含む） 

    ④図表等：文字の大きさは問わないが，読み取り可能な大きさ 

５ 施行期日 

  令和５年６月１日以降に公告する工事から実施する。 

  ３（５）については，令和５年４月１日以降に公告する工事から実施する。 

対象部局：農林水産局，土木建築局（営繕課は２（１），２（２），３（１），３（４）を除く），

商工労働局，上下水道部（３（４）を除く） 

【参考】 

令和６年６月１日以降に公告する工事における改正点（予定） 

〇 企業の施工能力「工事成績の平均（最高）点」及び配置予定技術者の能力「工事成績の

平均（最高）点」の評価対象期間の変更 

  企業及び配置予定技術者の工事成績の平均点（実績評価２型及び地域維持型は最高点）

について，技術力をより適切に評価するため，評価対象期間を変更する。 

◆企業の施工能力 

型 式 評価対象期間 

全ての型式 過去３年間の工事成績３件の平均点（実績評価２型及び地域維持型は最高点） 

◆配置予定技術者の能力 

型 式 評価対象期間 

全ての型式 過去６年間の工事成績３件の平均点（実績評価２型及び地域維持型は最高点） 
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総合評価落札方式【建設工事（土木工事）】の評価項目改正案（R5.6～）          1/2 

実績評価２型 実績評価１型 技術評価２型 
技術評価１型 
(3 億円未満) 

技術評価１型 
(3 億円以上) 

(1) 技術提案 8.0～11.0 8.0～15.0 19.0～30.0

① 実施方針 3.0

② 品質に関する課題 (4.0)8.0 (8.0)16.0

③ 施工に関する課題 (4.0)8.0 ◎4.0 ◎8.0

④ 工期設定の適切性〈選択〉 ◎3.0 ◎3.0 ◎3.0

(2) 企業の施工能力 6.0～10.0 11.0～15.0 11.0～15.0 11.0～15.0 11.0～15.0

① 過去 15 年間の同種・同規模工事の施工実績 2.0 2.0 2.0 2.0

② 過去 5 年間の工事成績 3 件の平均点（過去 5 年

間の工事成績の最高点※）※「実績評価２型」限定
3.0 6.0 6.0 6.0 6.0

③ 過去 2 年間に当該業種で優良建設業者の表彰・

特別表彰に該当 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

④ 登録基幹技能者の配置〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

⑤ 自社施工〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

⑥ 建設キャリアアップシステムの活用 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

⑦ 「広島県長寿命化活用制度」登録技術の活用実

績の有無〈選択〉 
◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

⑧ ICT 活用工事の実績の有無〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

 (3) 配置予定技術者の能力 10.0～13.0 10.0～13.0 8.0～11.0 8.0～11.0 8.0～11.0

① 主任(監理)技術者の保有する専門資格〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

② 若手・女性技術者の配置 2.0 2.0

③ 過去 9 年間の工事成績 3 件の平均点（過去 6 年

間の工事成績の最高点※）※「実績評価２型」限定
1.0 3.0 3.0 3.0 3.0

④ 過去 15 年間の主任（監理）技術者の同種・同規

模工事の施工経験の有無 
2.0 2.0 2.0

過去 15 年間の主任(監理)技術者の同一業種の

工事の施工経験の有無
2.0 2.0 

⑤ 過去 15 年間の主任(監理)技術者の同一業種の

施工経験工事の従事役職 
2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

⑥ 過去 3 年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組み 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

⑦ 主任(監理)技術者が過去 2 年間に当該業種で優

秀技術者の表彰に該当 
※若手優秀技術者は土木一式のみ

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

⑧ ICT 活用工事の実績の有無〈選択〉 ◎2.0 ◎2.0 ◎2.0 ◎2.0 ◎2.0

(4) 地域の精通性 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0

① 地域内における主たる営業所又は自社工場の有

無 ※「自社工場」は<選択>
2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

② 過去 3 年間の地域内における同一業種の工事の

施工実績 
2.0 

(5) 地域貢献の実績 
（発注事務所管内での実績に限定） 

2.0～8.0 1.0～3.0

① 過去１年間のボランティア活動の実績の有無（ﾏ

ｲﾛｰﾄﾞ，ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ制度認定） 
2.0 1.0

② 過去 5 年間の地域維持業務の受注実績【土木一

式のみ】※昼夜問わず緊急対応が必要な業務（路線委託業務，

除雪業務（凍結防止剤散布含む）及び防潮扉開閉業務）

◎2.0 

③ 過去 4 年間の災害復旧工事等の受注実績 

【土木一式のみ】 
◎4.0   ◎2.0

(6) 施工体制評価 5.0 5.0 0～5.0 5.0 0～5.0

① 調査基準価格以上で応札又は前年度に完了検
査を受けた同一業種の低入札工事の成績評定が

全て優良建設工事等の表彰の基準点以上〈選択〉
※５億円未満のみ

5.0 5.0 ◎5.0 5.0 ◎5.0

(7) 指名除外の状況 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

① 過去 1 年間における指名除外措置の有無 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

合  計 27.0～40.0 28.0～37.0 28.0～43.0 33.0～47.0 39.0～62.0

配  点（換算値） 50 点換算 50 点換算 60 点換算 60 点換算 70 点換算 

※各型式の評価項目は標準例であり，実施にあたっては変更となる場合がある。
※配点欄（ ）は(1)①，②において課題が２つ以上ある場合の配点とする。 
※◎は工事の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。 
※ＷＴＯ案件を含むＪＶ工事の型式・評価項目等は別途決定する。 
※成績点及び技術者の継続教育の評価対象期間の改正は R5.4.1 からとする。  

下線部は変更箇所
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   2/2 

地域維持型 

(2) 企業の施工能力 5.0～7.0 

① 過去 5 年間の工事成績の最高点 3.0

② 過去 2 年間に当該業種で優良建設業者の表彰・特別表彰に該当 2.0

③ 登録基幹技能者の配置〈選択〉 ◎1.0 

④ 自社施工〈選択〉 ◎1.0 

(3) 配置予定技術者の能力 8.0～9.0 

① 主任(監理)技術者の保有する専門資格〈選択〉 ◎1.0

② 過去 6 年間の工事成績の最高点 1.0

③ 過去 15 年間の主任(監理)技術者の同一業種の工事の施工経験の有無 2.0 

④ 過去 15 年間の主任(監理)技術者の同一業種の施工経験工事の従事役職 2.0

⑤ 過去 3 年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組み 2.0

⑥ 主任(監理)技術者が過去 2 年間に当該業種で優秀技術者の表彰に該当 1.0

(4) 地域の精通性 6.0～12.0 

① 地域内における主たる営業所の有無【ＪＶ代表者又は単体企業】 3.0

② 地域内における主たる営業所の有無【ＪＶ代表者以外の構成員】 ◎3.0 

③ 過去 3 年間の地域内における同一業種の工事の施工実績【ＪＶ代表者又は単体企業】 3.0 

④ 過去 3 年間の地域内における同一業種の工事の施工実績【ＪＶ代表者以外の構成員】 ◎3.0 

(5) 地域貢献の実績（発注事務所管内での実績に限定） 2.0～8.0 

① 過去 1 年間のボランティア活動の実績の有無（ﾏｲﾛｰﾄﾞ，ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ制度認定）【ＪＶ代表者又は単体

企業】 
2.0 

② 過去 1 年間のボランティア活動の実績の有無（ﾏｲﾛｰﾄﾞ，ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ制度認定）【ＪＶ代表者以外の構

成員】 
◎2.0 

③ 過去 5 年間の地域維持業務委託※の受注実績の有無【土木一式のみ】【ＪＶ代表者又は単体企業】 
※昼夜問わず緊急対応が必要な業務（路線委託業務，除雪業務（凍結防止剤散布含む）及び防潮扉開閉業務）

◎2.0 

④ 過去 5 年間の地域維持業務委託※の受注実績の有無【土木一式のみ】【ＪＶ代表者以外の構成員】 
※昼夜問わず緊急対応が必要な業務（路線委託業務，除雪業務（凍結防止剤散布含む）及び防潮扉開閉業務）

◎2.0 

(6) 指名除外の状況 -1.0 

① 過去 1 年間における指名除外措置の有無 -1.0

(7) 施工体制評価 5.0 

① 調査基準価格以上で応札又は前年度に完成検査を受けた同一業種の低入札工事の成績評定が全て

優良建設工事等の表彰の基準点以上 
5.0

合  計 26.0～41.0 

配  点（換算値） 50 点換算 

※評価項目は標準例であり，実施にあたっては変更となる場合がある。 

※◎は工事の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。 

※成績点及び技術者の継続教育の評価対象期間の改正は R5.4.1 からとする。 
下線部は変更箇所
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総合評価落札方式【建設工事（営繕工事）】の評価項目改正案（R5.6～）          

実績評価型 技術評価２型 技術評価１型

(1) 技術提案 6.0 12.0

① 性能・機能の向上に関する課題 6.0

② 社会的要請への対応に関する課題 6.0 6.0

(2) 企業の施工能力 7.0～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0

① 過去 15 年間の同種・同規模工事の施工実績 1.0 1.0 1.0

② 過去 5 年間の工事成績 3 件の平均点 3.0 3.0 3.0

③ 過去 2年間に当該業種で優良建設業者の表彰・特別表彰に該当 2.0 2.0 2.0

④ 登録基幹技能者の配置〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

⑤ 建設キャリアアップシステムの活用 1.0 1.0 1.0

 (3) 配置予定技術者の能力 7.0～8.0 6.0～7.0 6.0～7.0

① 若手・女性技術者の配置 2.0

② 過去 15 年間の主任（監理）技術者の同種・同規模工事の 

施工経験の有無 
3.0 3.0 3.0

③ 過去 3 年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組み 1.0 1.0 1.0

④ 主任(監理)技術者が過去 2 年間に当該業種で優秀技術者の 

表彰に該当 
1.0 1.0 1.0

⑤ 主任(監理)技術者の保有する専門資格〈選択〉 ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

(4) 地域の精通性 3.0～4.0 3.0～4.0 3.0～4.0

① 地域内における主たる営業所の有無 2.0 2.0 2.0

② 過去 10 年間の地域内における同種・同規模工事の施工実績 1.0 1.0 1.0

③ 広島県被災建築物応急危険度判定士の認定状況 <選択> ◎1.0 ◎1.0 ◎1.0

(5) 施工体制評価 0～5.0 0～5.0 0～5.0

① 調査基準価格以上の場合加点。ただし，前年度に完了検査を受けた
低入札工事の成績評定が全て良好であったものは調査基準価格以

上の応札者と同様に加点。〈選択〉※５億円未満のみ

◎5.0 ◎5.0 ◎5.0

(6) 指名除外の状況 -1.0 -1.0 -1.0

① 過去 1 年間における指名除外措置の有無 -1.0 -1.0 -1.0

合  計 17.0～25.0 22.0～30.0 28.0～36.0 

配  点（換算値） 40 点換算 50 点換算 60 点換算 

※各型式の評価項目は標準例であり，実施にあたっては変更となる場合がある。
※◎は工事の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。 
※成績点及び技術者の継続教育の評価対象期間の改正は R5.4.1 からとする。  

下線部は変更箇所
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６ 低入札価格調査制度の改正について 

１ 趣旨 

  「確かな競争力を発揮する建設産業」の実現に向け，入札契約に係る不正を排除

し，公正性・公平性・透明性の高い市場環境の整備を図るため，低入札価格調査制

度を改正し，適正な競争と工事品質を確保する。 

２ 調査基準価格に係る改正

入札参加者の入札金額により調査基準価格が変動する仕組みを導入する。 

(1) 調査基準価格の算出方法 

調査基準価格＝入札金額の平均額×補正係数 

(2) 対象 

建設工事，測量・建設コンサルタント等業務及び土木建築局が所管する地域維持

事業に係る業務（広島県電子入札実施要領に基づく電子入札の対象案件に限る） 

(3) 導入時期 

 令和５年度上半期中を目途に導入予定 

（対象部局：全部局） 
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７ 工事成績条件付一般競争入札の改正について 

１ 趣旨 

広島県が発注する建設工事について，工事成績の実績を要件とした「工事成績条件付一般競争

入札」を改正し，優良な県内企業の受注機会の確保を図る。  

２ 改正内容 

建設工事指名業者等選定要綱第４条に規定する県建設工事入札参加資格者名簿における土木

一式工事の平均工事成績について，７２点以上を７３点以上に改正する。 

なお，この平均工事成績点は，次年度以降も段階的に引き上げることを検討する。 

３ 対象工事 

広島県発注の請負対象設計金額1,000万円以上5,000万円未満の土木一式工事を対象とする。 

４ 施行期日 

令和５年６月１日以降に公告する工事から実施する。 

（対象部局：農林水産局，土木建築局） 

― 31 ―



８ 優良建設工事等の表彰制度について 

１ 趣旨 

  「担い手確保と働き方改革」や「建設産業の生産性向上」の実現に向けて，優良建設工事

等の表彰制度について，次のとおり変更する。 

２ 変更内容 

 （１）基準点数の変更 

  優れた成績を修めた受注者及び優秀な技術者を適切に表彰するため，次の工事の業種の基

準点数を変更する。 

区分 業種 
基準点数 

変更前 変更後 

工事 建築一式工事 84点 85点 

 （２）特別表彰の選考基準の変更

  適切な工期及び履行期間を確保しつつ優秀な技術者を評価するため，優秀技術者の特別表

彰の選考基準を変更する。 

変更前 変更後 

優秀技術者の特別

表彰の選考基準 

同一業種又は分野において，優秀技術

者表彰を３年連続で受け，その翌年度

に選考対象となった者 

選考対象者のうち，同一業種又は分

野において，前年度から過去４年の

間に３回優秀技術者表彰を受けた者

３ 要件項目（変更無し） 

分野 技術向上 地域維持 持続可能 

具体策 ICTの活用等 ボランティア等 
週休２日の完全実施，若手・女

性登用等 

0.5点 

・表彰対象工事におけ

る簡易型 ICT 活用工事

の実施 

― 

・表彰対象工事における４週６

休以上４週８休未満の実施 

・表彰対象工事における建設キ

ャリアアップシステムの活用 

１点 

・表彰対象工事におけ

る ICT 活用工事の実施

（簡易型を除く） 

・地域維持業務の実施 

・表彰対象工事における４週８

休以上の実施 

・表彰対象工事における工事着

手時 40 歳以下の技術者による

施工 

２点 

・表彰対象工事におけ

る広島県建設分野の革

新技術活用制度の登録

技術の活用 

・表彰対象工事における女性技

術者による施工 

  ※ 小数第１位以下は切り捨てる（例87.5点→87点）。 

４ 施行期日 

令和５年度に引渡しを受けた建設工事を対象とした令和６年度表彰から適用する。 

（対象部局：全部局） 
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９ 災害復旧工事等における損害発生時の受注者負担軽減について 

１ 趣旨 

  災害が頻発化・激甚化している状況を踏まえ，災害発生時の受注者負担を軽減し，災

害復旧工事等を受注しやすい環境を整えるため，災害復旧工事等について，不可抗力に

よる損害が発生した場合の受注者負担を求めないこととする。 

２ 内容 

次のとおり，損害発生時の受注者負担を見直す。 

（１）建設工事 

変更前 変更後 

不可抗力による損害が発生した場合，発

注者が損害額のうち請負代金額の1/100を

超える額を負担 

（災害復旧に関する工事以外の工事） 

同左 

（災害復旧に関する工事） 

発注者が損害合計額を負担

 （対象部局：全部局） 

（２）地域維持事業に係る業務 

変更前 変更後 

不可抗力による損害が発生した場合，発

注者が損害額のうち請負代金額の1/100を

超える額を負担 

（災害応急対策に係らない部分） 

同左 

（発注者の指示により実施する災害応急対策） 

発注者が損害合計額を負担

 （対象部局：土木建築局） 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日以降に契約する工事及び業務から実施する。 

 （対象工事等については，特記仕様書等で明示） 
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10 測量・建設コンサルタント等業務に係る総合評価落札方式について 

１ 趣旨

総合評価落札方式の評価項目を一部改正し，価格と品質で総合的に優れた調達の環境の整備を

図る。

２ 対象業務 

原則として，請負対象設計金額1,500万円以上の次の業務を対象に適用し，型式は業務内容に

応じて選定する。 

土木関係建設コンサ

ルタント業務 
全ての業務（災害復旧事業に伴う業務及び単純な業務は除く） 

測量 航空レーザ測量，空中写真測量又は画像解析等業務 

地質調査業務 解析を伴う業務（ボーリング調査のみの解析は除く） 

３ 評価項目の改正 

企業の能力「ＣＩＭモデル業務の実績」の追加 

過去２年間においてＣＩＭモデル業務を実施している場合，加点評価する。 

判断基準 配点 

２件以上 ２点 

１件 １点 

４ 評価対象期間の変更

（１）配置予定管理技術者の能力「同種業務分野（部門）の業務成績評定点」における評価対象

期間の変更《継続》 

平成 30 年７月豪雨災害に伴う緊急対応により，成績評定対象外の業務が多かったこと

から，引き続き，令和５年度も評価対象期間を１年延長する。 

配置予定管理技術者の能力「業務成績評定の平均点」の評価対象期間 

指名通知日 R5.4.1～R6.3.31 

評価対象期間 平成29年４月１日 から 指名通知した日の前日まで（６年） 

（２）配置予定管理（担当）技術者の能力企業の能力「継続教育（ＣＰＤ）の取組み」における

評価対象期間の変更《継続》 

新型コロナウイルス感染症に伴う影響により単位の取得が困難であったことから，引

き続き，令和５年度も評価対象期間を１年延長する。 
企業の能力「業務成績評定の平均点」の評価対象期間 

指名通知日 R5.4.1～R6.3.31 

評価対象期間 令和２年４月１日 から 令和５年３月31日まで（３年） 

５ 施行期日 

令和５年６月１日以降に指名する業務から実施する。

４については，令和５年４月１日以降に指名する業務から実施する。

（対象部局：農林水産局，土木建築局（営繕課を除く），商工労働局，上下水道部）

【参考】

令和６年６月１日以降に指名する業務における改正点（予定）

○配置予定技術者の能力「ＣＩＭモデル業務の実績」の追加 

 配置予定技術者の評価項目においてＣＩＭモデル業務の実績を評価する。 
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総合評価落札方式の評価項目改正案（R5.6～）

評 価 項 目
型式

技術評価型 実績評価１型 実績評価２型

(1) 企業の能力 (11) (7)～(10) (9)

過去１０年間の同種・同規模業務の実績 (2) ◎(2)※３

過去３年間の同種業務分野３件の業務成績評定の平均点※４ (4) (2) (2) 

地域の精通性（本店所在地） ◎(1)※３ (2) 

品質確保体制（実施体制） (2) (2) (2) 

過去２年間に当該主たる業務分野で優良建設コンサル
タントの表彰に該当※4 (1) (1) (1) 

過去２年間のＣＩＭモデル業務の実績 (2) (2) (2) 

(2) 配置予定管理技術者の能力 (20) (23) (17) 

保有する資格 (3) (4) (3) 

若手技術者又は 女性技術者の配置  (2) 

手持ち業務予定件数 (3) (4) (4) 

過去３年間の継続教育(CPD)の取組み (2) (3) (3) 

過去１０年間の同種業務の実績 (6) (6) 

過去６年間の同種業務分野（部門）の業務成績評定点※４ (6) (6) (5) 

(3) 配置予定担当技術者の能力 (4) (7) (7) 

保有する資格 (2) 
(2)※１

(4) 
(4)※２

(4) 
(4)※２

手持ち業務予定件数 (2) (4) (4) 

過去３年間の継続教育(CPD)の取組み (2) (3)  (3) 

(4) 技術提案 (20) 

実施方針 (10) 

技術提案 (10) 

(5) 地域貢献の実績 (1) (2) 

過去５年間の災害等に関する業務の受注実績の有無  (1) (2) 

(6) 指名除外の状況 (-1) (-1) (-1) 

過去１年間の指名除外措置の有無 (-1) (-1) (-1) 

技 術 評 価 点 (55) (38)～(41) (35)

価 格 評 価 点 (40) (40) (40) 

評 価 値 ( 技 術 評 価 点 ＋ 価 格 評 価 点 ) 95 78～81 75

※1  合計点の上限値は2点とする。 

※2  合計点の上限値は4点とする。 

※3 ◎は業務の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。 

※4 成績点及び技術者の継続教育の評価対象期間の改正はR5.4.1からとする。 

下線部は変更箇所
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建築関係建設コンサルタント業務に係る総合評価落札方式について 

１ 趣旨 

総合評価落札方式の評価項目を一部改正し，価格と品質で総合的に優れた調達の環境の整備

を図る。

２ 評価項目の改正点 

企業の能力「過去５年間の業務成績３件の平均点」の追加 

業務成績平均点を，次の計算式で換算した点により評価する。 

（3.0×（平均点－65）／20） 

※対象業務は広島県発注の当該業務に限るものとする。 

※３件に満たない場合は残りの件数すべてを65点とする。 

３ 評価対象期間の変更 

配置予定管理（担当）技術者の能力「継続教育（ＣＰＤ）の取組み」」における評価対象 

期間の変更《継続》 

新型コロナウイルス感染症に伴う影響により単位の取得が困難であったことから，引き続

き，令和５年度も評価対象期間を１年延長する。 

指名通知日 R5.4.1～R6.3.31 

評価対象期間 令和２年４月１日から令和５年３月31日まで（３年） 

４ 施行期日 

  令和５年６月１日以降に指名する業務から実施する。 

  ３については，令和５年４月１日以降に指名する業務から実施する。 

（対象部局：土木建築局（営繕課））
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総合評価落札方式【建築設計業務】の評価項目改正案（R5.6～）          

実績評価型 技術評価１型 

(1) 企業の能力 13.0 13.0

① 過去 10 年間の同種・同規模設計業務の実績 6.0 6.0

② 地域内における過去 10 年間の同種設計業務の実績 3.0 3.0

③ 過去５年間の県発注同種業務分野３件の業務成績評定の平均点 3.0 3.0

④ 過去 2年間に建築関係での優良建設コンサルタントの表彰に該当 1.0 1.0

(2) 配置予定管理技術者 13.0 11.0

① 管理技術者の保有する専門資格 2.0 2.0

② 若手・女性技術者の配置 2.0

③ 過去３年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組み 3.0 3.0

④ 過去 10 年間の管理技術者の同種業務の実績 6.0 6.0

(3) 配置予定担当技術者 6.0～8.0 6.0～8.0

[

総
合] 

① [総合]保有する資格 2.0 2.0

② 過去３年間の継続学習(CPD)の取組状況 

(建築 CPD運営会議が運営する制度における学習実績) 
2.0 2.0

[

構
造] 

③ [構造]保有する資格 1.0 1.0

④ 過去３年間の継続学習(CPD)の取組状況 

(建築 CPD運営会議が運営する制度における学習実績) 
1.0 1.0

[

設
備] 

⑤ [設備]保有する資格<選択> ◎1.0 ◎1.0

⑥ 過去３年間の継続学習(CPD)の取組状況(建築 CPD 運営会議及び 

建設系 CPD協議会加盟団体が運営する制度における学習実績) 
◎1.0 ◎1.0

(4) 社会的要請・貢献 2.0 2.0

① 賠償責任保険加入状況 1.0 1.0

② 広島県地震被災建築物応急危険度判定士の認定状況 1.0 1.0

(5) 指名除外の状況 -1.0 -1.0

① 過去 1 年間における指名除外措置の有無 -1.0 -1.0

(6) 技術提案 0.0～15.0

① 性能・機能の向上に関する課題 0.0～15.0

合  計 34.0～36.0 47.0～49.0 

※各型式の評価項目は標準例であり，実施にあたっては変更となる場合がある。
※◎は業務の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。 
※技術者の継続教育の評価対象期間の改正は R5.4.1 からとする。  

下線部は変更箇所
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11 ＣＩＭ推進モデル業務及びＣＩＭ活用工事の拡大について 

１ 趣旨 

  「建設産業の生産性向上」の実現に向けて，引き続き「ＣＩＭ推進モデル業務」及

び「ＣＩＭ活用工事」の拡大に取組む。

２ 内容 

（１）ＣＩＭ推進モデル業務 

・「土工の３次元設計業務」について，ＩＣＴ活用工事（土工）の推進を図るため，

概ね 1,000m3 以上の土工を取り扱う業務を『発注者指定型』で発注する。

・「ＣＩＭ活用業務」について，橋梁，函渠，砂防堰堤などの主要な土木構造物の詳

細設計業務を対象に，請負対象設計金額２千万円以上の業務を『発注者指定型』

上記以外を『受注者希望型』で発注し，設計業務件数の３割の実施を目指す。

ＣＩＭ推進モデル業務 

（２）ＣＩＭ活用工事 

設計段階において作成した「ＣＩＭモデル」がある場合については，原則として，

『発注者指定型』で発注する。

ＣＩＭの活用事例 

３ 施行期日 

  令和５年６月１日以降に指名・公告する業務・工事から実施する。 

          （対象部局：土木建築局（営繕課を除く））  

ＣＩＭ活用工事（施工計画の検討事例） 

・仮設備の配置や施工手順，工事の進捗状況等をＣＩＭモデルを活用し視覚化することで，計画の策定，

関係者間での情報の共有を行い，事業推進の効率化・高度化を図る 

※ＣＩＭモデルとは 

対象とする構造物等の形状を３次元 

で立体的に表現した「３次元モデル」 

と「属性情報（３次元モデルに付与 

する部材の名称，形状，寸法，物性， 

強度，数量等の情報）」，「参照資料 

（ＣＩＭモデルを補足する従来の２ 

次元図面等の資料）」を組み合わせ 

たもの 

構造物モデルの例 地質・土質モデルの例 サーフェスモデルの例 

① 土工の３次元設計 ② ＣＩＭ活用業務

・施工段階のＩＣＴ活用工事に利
用する３次元設計データを，上流
工程の設計段階で作成する業務 

・ＩＣＴ活用工事を実施するため
に必要となる３次元モデル（スケ
ルトンモデル，サーフェスモデ
ル）を作成

・ＣＩＭを活用して，施工段階，維持管理段階など後工程のために必要な
ＣＩＭモデルの作成，ＣＩＭモデルを活用した検討等を実施する業務 

※ＣＩＭモデルとは 
対象とする構造物等の形状を３次元で立体的に表現した「３次元モデ

ル」と「属性情報（３次元モデルに付与する部材の名称，形状，寸法，
物性，強度，数量等の情報）」，「参照資料（ＣＩＭモデルを補足する従来
の２次元図面等の資料）」を組み合わせたもの 
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12 ＢＩＭ推進モデル業務の試行について 

１ 趣旨 

「建設産業の生産性向上」の実現に向け，ＢＩＭ推進モデル業務の試行を開始する。

２ 内容 

ＢＩＭ（Building Information Modelling）推進モデル業務 

建設産業の生産性向上の実現に向け，設計段階において３次元モデルを導入し，業

務の効率化を図る。

まずは，延床面積が概ね 2,000 ㎡以上の新築工事の設計業務について，年数件程度，

３次元データ（基本設計レベル）の提出を求める。

ＢＩＭとは

コンピュータ上に作成した主に３次元の形状情報に加え，室等の名称・面積，材料・

部材の仕様・性能，仕上げ等，建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築

するものである。ＢＩＭの活用により，業務量や時間・コスト・様々なリスクなどの

低減・平準化などの生産性向上が期待できる。

３ 施行期日 

令和５年６月１日以降に指名・公告する業務から実施する。

（対象部局：土木建築局（営繕課））
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13 令和５・６年度の建設工事等に係る入札参加資格の認定について

令和５・６年度の建設工事等に係る入札参加資格を次のとおり認定する。 

１ 資格認定数等 

区  分 全 体 数 うち県内業者 

認

定

数 

資格数 
9,821 者 

（9,955 者）

7,660 者 

（7,775 者）

認定者実数 
2,804 者 

（2,843 者）

2,182 者 

（2,226 者）

認定業種 全３２業種 

  ※（ ）内の数字は，令和３・４年度の当初資格認定時の業者数等である。

２ 格付の認定方法 

 次により算定した総合数値が該当する格付基準により認定した。 

 (1) 総合数値の算定 

   ア 総合数値＝客観数値＋主観数値により算出 

   イ 客観数値は，資格認定申請書に添付された経営事項審査の結果の当該業種の総合評点 

   ウ 主観数値は，次の事項について評価 

〇 工事成績数値～県が発注した建設工事の完成工事成績点（加点及び減点要素） 

    配点：従前どおり 

    〇 指名除外数値～指名除外，下請制限及び契約制限した月数（減点要素） 

      配点：従前どおり 

    〇 その他数値（加点要素） 

      配点等：別表の通り 

 (2) 格付基準 

  業種

格付等級 

土木一式 

工     事 

建築一式 

工     事 

とび土工コン

クリート工事
法面処理工事 舗装工事 造園工事 電気工事 管工事

Ａ 
1,320以上

(1,290以上)
1120以上

(1,125以上)
930以上

(940以上)
1,015以上

(1,020以上)
1,035以上

(1,060以上) 840以上 935以上 920以上

Ｂ 
915以上

(885以上) 850以上 815以上 855以上 855以上 780以上 795以上 795以上

Ｃ 670以上 670以上 725以上 690以上 725以上 680以上 695以上 680以上

Ｄ 670未満 670未満 725未満 690未満 725未満 680未満 695未満 680未満

  業種

格付等級 

鋼構造物 

工     事 
塗装工事 水道工事 解体工事

しゅんせつ 

工  事 

機械器具設置，

電気通信工事

Ａ 850以上 970以上 915以上
925以上

(940以上)
755以上 915以上

Ｂ 
755以上

(770以上)
790以上

(800以上) 780以上 795以上 665以上 650以上

Ｃ 695以上 690以上 690以上 715以上 665未満 650未満

Ｄ 695未満 690未満 690未満 715未満

３ 有効期間

  令和５年６月１日から，令和７年度以降の資格認定日まで。

（注）・最下位以外は下限値を示す。（上限は上位等級の下限未満） 

（注）・（ ）内の数字は現行の格付数値を示す。 

― 40 ―



別表 

令和５・６年度の評価項目（主観数値）

現行（令和３・４年度） 改正後（令和５・６年度） 

評価項目 配点 評価項目 配点 

工事の施工実績  工事の施工実績  

 県発注工事の工事成績
数値 

  県発注工事の工事成績数値  

優良建設業者表彰 10 点～40 点 優良建設業者表彰 10 点～40 点 

技術者の継続学習の状況  

― ― 

 土木施工ＣＰＤＳ学習
単位数 

２～20 点 

建築ＣＰＤ学習時間数 ２～20 点 

造園ＣＰＤ学習単位数 ２～20 点 

品質等の確保  品質等の確保  

 エコアクション 21 の認
証又はＩＳＯ１４００
５の取得 

７点  エコアクション 21の認証 ３点 

ＩＳＯ１４００５の取得 ３点 

建設業労働災害防止協
会（労働災害防止）に加
入 

５点 建設業労働災害防止協会（労働
災害防止）に加入 

５点 

県の重要施策（※県内業者
限定） 

 県の重要施策（※県内業者限定）

 消防団協力事業所の認
定※ 

５点  消防団協力事業所の認定※ ５点 

広島県保護観察所によ
る協力雇用主の登録又
は暴力団離脱者社会復
帰支援事業協力事業所
登録※

５点 広島県保護観察所による協力
雇用主の登録又は暴力団離脱
者社会復帰支援事業協力事業
所登録※ 

５点 

障害者の雇用※ ５点 障害者の雇用※ ５点 

広島県公共土木施設災
害支援制度の認定 

５点 
― ― 

― ― 
大規模災害時の協力建設事業
者登録制度の登録 

５点 

働き方改革の取組 働き方改革の取組

広島県仕事と家庭の
両立支援企業登録制
度の登録 

２点  広島県仕事と家庭の両立支
援企業登録制度の登録 

５点 

広島県働き方改革実
践企業認定制度の登
録 

３点 

広島県アダプト制度の
認定（マイロードシステ
ム，ラブリバー制度） 

５点 広島県アダプト制度の認定（マ
イロードシステム，ラブリバー
制度） 

５点 

指名除外等の状況（△減点
評価） 

△10 点 
（×除外月数）

指名除外等の状況（△減点評価）
△10点 
（×除外月数）
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建設工事に係る格付別標準発注金額表の改正について

建設工事に係る格付別標準発注金額表を次のとおり改正し，令和５年６月１日以降に指

名又は公告する工事から適用する。

土木一式工事以外の業種については，変更しない。

※ 建設工事指名業者等選定要綱別表第４から６に掲げる土木一式工事の格付別標準発注

金額表（一）の改正

 改正前 改正後 

別表第４ 請負対象設計金額 格付け 

2億円以上 Ａ  

1億円以上2億円未満 Ａ(県内)

5,000万円以上1億円未満 Ａ(県内) Ｂ 

1,000万円以上5,000万円未満 Ｂ Ｃ 

1,000万円未満 Ｃ Ｄ 

請負対象設計金額 格付け 

2億円以上 Ａ  

1億円以上2億円未満 Ａ(県内)

5,000万円以上1億円未満 Ａ(県内) Ｂ 

2,000万円以上5,000万円未満 Ｂ Ｃ 

1,000万円以上2,000万円未満 Ｃ 

1,000万円未満 Ｃ Ｄ 

別表第５ 請負対象設計金額 格付け

1億円以上，1億5,000万円未満 Ｂ 

請負対象設計金額 格付け

1億円以上，２億円未満 Ｂ 

別表第６ 請負対象設計金額 格付け

5000万円以上，8,000万円未満 Ｃ 

請負対象設計金額 格付け

1億円以上，1億5,000万円未満 Ｂ 

5000万円以上，8,000万円未満 Ｃ 

（注） 

格付け「Ｂ」のうち平均工事成績点が８０点以上の者 

格付け「Ｃ」のうち平均工事成績点が７８点以上の者 
・総合評価落札方式により実施する工事に限る（別表７に定める
工事を除く。）。

【参考】 

一般競争入札事務要綱（事後審査型）別記１（元請施工実

績件数４件以上かつ平均工事成績点８２点以上 等）に該

当する格付けＢの者
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14 令和５・６年度の測量・建設コンサルタント等業務 

に係る入札参加資格の認定について 

令和５・６年度の測量・建設コンサルタント等業務に係る入札参加資格を次のとおり
認定する。

１ 資格認定数等

区  分 全 体 数 うち県内業者 

認

定

数

資格数 
延分野数 1,669 者（1,709 者） 605 者 （654 者）

延部門数 8,667 者（8,798 者） 3,292 者（3,573 者） 

認定者実数 743 者（762 者） 304 者（335 者）

業務分野 ６分野４６部門（全分野・全部門） 

  ※（ ）内の数字は，令和３・４年度当初認定時の業者数である。   

  業務分野は次のとおり。（分野毎の専門で細分化した 46 業務部門毎に資格を認定した。）

業務分野 業務部門 部門数

測量業務 測量一般，航空測量，地図の調整 ３

建築関係建設コンサルタント業務 建築一般，意匠，構造，電気等 １０

地質調査 地質調査 １

土木関係建設コンサルタント業務 道路，トンネル，電気・電子等 ２１

補償関係建設コンサルタント業務 土地調査，土地評価，物件等 ８

その他業務 不動産鑑定，登記手続，その他 ３

２ 格付の認定方法

  次により算出した業務分野毎（その他を除く）の総合数値が該当する格付基準により認定した。

 (1) 総合数値の算定 

   ア 総合数値＝客観数値＋主観数値により算出 

   イ 客観数値は，業務分野別実績高，自己資本額，営業年数，技術者数により算出 

   ウ 主観数値は，次の事項について評価 

    〇 業務成績数値～県が発注した業務の完了業務成績点（加点及び減点要素） 

    配点：従前どおり 

    〇 指名除外数値～指名除外，再受託制限及び契約制限した月数（減点要素） 

      配点：従前どおり 

    〇 その他数値（加点要素） 

      配点等：別表の通り。 

 (2) 格付基準

格 

付 測量業務 
 建築関係建設 

 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務  地質調査業務 
 土木関係建設 

 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

 補償関係建設 

 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

Ａ 
230 点以上 

(200 点以上) 
170 点以上 160 点以上 

185 点以上 

（175 点以上）
205 点以上 

Ｂ 130 点以上 100 点以上 
85 点以上 

（90 点以上）
110 点以上 

120 点以上 

（130 点以上）

Ｃ 130 点未満 100 点未満 
85 点未満 

（90 点未満）
110 点未満 

120 点未満 

（130 点未満）

    （注）・最下位以外は下限値を示す。（上限は上位等級の下限未満）

    （注）・（ ）内の数字は現行の格付数値を示す。

３ 有効期間

  令和５年６月１日から，令和７年度以降の資格認定日まで。
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 令和５・６年度の評価項目（主観数値） 

現行（令和３・４年度） 改正後（令和５・６年度） 

評価項目 配点 評価項目 配点 

業務の施工実績  業務の施工実績  

 県発注業務の業務成績数
値 

  県発注業務の業務成績数値  

優良建設コンサルタント
表彰 

５点～20点 優良建設コンサルタント表彰 ５点～20点 

技術者の継続学習の状況  技術者の継続学習の状況  

 建設系ＣＰＤ学習単位数
※１ 

２～10 点  建設系ＣＰＤ学習単位数※１ ２～10 点 

測量系ＣＰＤ学習時間数
※２ 

２～10 点 測量系ＣＰＤ学習時間数※２ ２～10 点 

建築系ＣＰＤ学習単位数
※３ 

２～10 点 建築系ＣＰＤ学習単位数※３ ２～10 点 

品質等の確保  品質等の確保  

ＩＳＯ9001 の取得 ５点  ＩＳＯ9001 の取得 ５点 

県の重要施策（※県内業者
限定） 

 県の重要施策（※県内業者限定）

 消防団協力事業所の認定
※ 

５点  消防団協力事業所の認定※ ５点 

広島県保護観察所による
協力雇用主の登録又は暴
力団離脱者社会復帰支援
事業協力事業所登録※

５点 広島県保護観察所による協力
雇用主の登録又は暴力団離脱
者社会復帰支援事業協力事業
所登録※

５点 

障害者の雇用※ ５点 障害者の雇用※ ５点 

広島県公共土木施設災害
支援制度の認定 

５点 
― 

― 

働き方改革の取組 働き方改革の取組

広島県仕事と家庭の両
立支援企業登録制度の
登録 

２点  広島県仕事と家庭の両立支
援企業登録制度の登録 

５点 

広島県働き方改革実践
企業認定制度の登録 

３点 

広島県アダプト制度の認
定（マイロードシステム，
ラブリバー制度） 

５点 広島県アダプト制度の認定（マ
イロードシステム，ラブリバー
制度） 

５点 

指名除外等の状況（△減点
評価） 

△４点 
（×除外月数） 

指名除外等の状況（△減点評価）
△４点 
（×除外月数）

※1 土木関係建設コンサルタント分野及び地質調査分野に加点 ※2 測量分野に加点 
※3 建築関係建設コンサルタント分野に加点 ※県内業者限定（本店又は主たる営業所の所在地が県内） 
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業務を円滑に進めるための 

入札契約制度等の取組みについて 
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業務の円滑に進めるためのその他取組について（令和５年度継続） 

次の取組については，令和５年度も継続しています。詳細は，「広島県の調達情報」のお

知らせからご確認ください。

日付 タイトル 

令和５年３月 30日 災害復旧工事に係る工事費内訳書の簡略化の延長について 

令和３年 12 月 22 日 部分引渡し検査に係る工事成績評定の取扱い（対象工事の拡大）について 

令和３年 10 月１日 
災害復旧工事等において工期短縮を行った者に対する工事成績評定点の

加点について【農林水産局】 

令和３年９月 30日 
災害復旧工事等において工期短縮を行った者に対する工事成績評定点の

加点について【土木建築局】 

令和３年４月２日 
県外業者を下請業者又は主要資材の購入先とする場合の取扱いの緩和に

ついて 

令和２年 10 月 12 日 成績評定対象外工事における検査書類の簡素化の試行開始について 

令和２年４月１日 災害復旧工事等に伴う検査及び工事成績評定の取扱いについて 

令和２年２月 17日 
「遠隔地からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について」の簡

素化及び明確化について 

令和元年７月 31日 
コンクリートブロック積（空積）擁壁における壁体重量検査の簡素化につ

いて 

平成 31年３月 29日 レディーミクストコンクリートの承諾事務手続きの変更について 

【掲載先：広島県の調達情報】 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index.html

広島県の調達情報のトップページ 

お知らせの掲載箇所 
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土木建築局所管の土木工事に係る 

検査等の基本方針について 





土木建築局所管の土木工事に係る検査等の基本方針について 

土木建築局

（技術企画課）

1 専任職員による工事検査の実施 

検査の透明性を確保し，工事の評価をより公平・客観的に行うため，原則として「検査専任職員によ

る工事検査」を実施する。 

○ 請負代金額１億円以上の工事（但し，広島港湾振興事務所にあっては 1億５千万円以上）の完成検

査及び中間検査は技術企画課の参事（工事検査担当）が実施する。 

○ 請負代金額 1億円未満の工事（但し，広島港湾振興事務所にあっては 1億５千万円未満）の完成検

査及び中間検査は，各建設事務所（支所）又は広島港湾振興事務所の参事（工事検査担当）が実施

する。 

○ 工事内容等から必要と判断された場合は，請負代金額にかかわらず技術企画課の参事（工事検査担

当）が検査を行うこととする。 

2 適正な施工体制の確認 

○ 監理（主任）技術者の専任及び施工体制等の違反に対し，措置請求がなされている間は，中間及び

完成検査は実施しないこととする。 

○ 検査を実施中に，監理（主任）技術者の専任及び施工体制等の違反が確認された場合には，直ちに

検査を中止するとともに，施工業者に対して改善の為の措置請求を行うこととする。 

3 品質確保のための検査体制の強化 

次のいずれかに該当する工事にあっては，契約の適正な履行の確保及び工事目的物の品質の確保を図

ることを目的として，複数の参事（工事検査担当）での，中間検査及び完成検査を実施する。 

○ 請負代金額５億円以上の工事 

○ 建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱の第７条第１項に定められた「低入札価格調査」

を行い，契約した工事 

4 検査の透明性の向上 

○ 公共工事の透明性と信頼性を確保することを目的に，検査及び成績評定に関する要領，工事成績評

定点の公表※）を行うこととする。 

※）公表の内容 

土木建築局所管の請負代金額 500 万円以上の土木工事を対象として，各工事の工事成績評価点，

平均値，最大値及び最低値等を閲覧により公表します。 

○ 工事成績評定についての問合せ等に対しては，適宜，工事成績評定審査会に諮り適切な対応を行う

こととする。 
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施工体制点検等について 





施工体制点検等について

１ 取組の内容 

  広島県では，「公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律（平成 12年 11 月 27

日法律第 127 号）」の施行等を受け，平成 13 年度から予告なく工事現場等に立ち入り，不

良・不適格業者の排除の徹底，施工業者への建設業法及び約款遵守の意識啓発，適正な元

請・下請関係の確保などを目的とした県独自の施工体制等立入り点検を実施し，県工事の

適切な施工の確保に努めている。 

  また平成 14 年度からは，国土交通省を始め，都道府県・政令市及び公共工事発注機関

が連携し「施工体制に関する全国一斉点検」を，全国一斉に実施している。 

２ 実施結果 

(1) 令和４年度県独自の施工体制等立入り点検の実施結果 

①実施件数 100 件 

②主な指摘事項 

・技術者名札未着用 

・再下請通知関連の掲示不備 

・施工体制台帳添付書類の不備 

(2) 令和４年度施工体制に関する全国一斉点検の実施結果 

①実施件数 115 件 

②主な指摘事項 

・技術者名札未着用 

・再下請通知関連の掲示不備 

・施工体制台帳添付書類の不備 

３ 今後の方針 

令和４年度に引き続き，令和５年度においても立入り点検を実施する。各点検の方針に

ついては，次のとおりとする。 

(1) 施工体制等立入り点検 

令和４年度の立入り点検の結果を踏まえ，引き続き予告なく現場に立ち入り，施工体

制の状況や，事務的整理の状況について点検を行うことにより，適切な施工体制での工

事実施による，工事目的物の更なる品質確保に向けた取組みの強化を図ることとする。 

(2) 全国一斉点検 

発注者間の情報交換を行い，公共工事全体で適正な施工体制の確保が図れるよう，引

き続き全国一斉点検を実施していくこととする。 
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優良建設工事等表彰における 

令和６年度表彰の要件について 





優良建設工事等表彰における令和６年度表彰の要件について

土木建築局 技術企画課

優良建設工事等表彰事務取扱要領第４条に定める，令和５年度中に県が引渡しを受けた

工事を対象に行う令和６年度表彰における要件は次のとおりです。

各要件項目に該当する場合は，「広島県の調達情報」に掲載している申請様式に加え，実

施状況等が確認できる書類を提出してください。

要件一覧

分野 技術向上 地域維持 持続可能 

具体策 ICT の活用等 ボランティア等 
週休２日の完全実施，若
手・女性登用 

0.5 点 
・表彰対象工事における
簡易型ICT活用工事の実
施 

―

・表彰対象工事における
４週６休以上４週８休
未満の実施
・表彰対象工事における
建設キャリアアップシ
ステムの活用 

１点 

・表彰対象工事における
ICT 活用工事の実施（簡
易型を除く） 

・地域維持業務の実施 

・表彰対象工事における
週休２日の完全実施 
・表彰対象工事における
工事着手時 40 歳以下の
技術者による施工 

２点 

・表彰対象工事における
広島県建設分野の革新
技術活用制度の登録技
術の活用 

―
・表彰対象工事における
女性技術者による施工 

※１ 小数第１位以下は切り捨てる（例 87.5 点→87 点） 

１ 技術向上分野

○ＩＣＴ活用工事または簡易型ＩＣＴ活用工事の実施 

（１）共通事項

・表彰対象工事において実施したもの。

  ・本県が定めた「ＩＣＴ活用工事試行要領」に基づく，全ての段階でＩＣＴ施工技術を

活用する「ＩＣＴ活用工事」を実施した場合は１点，ＩＣＴ施工技術を部分的に活用

することができる「簡易型ＩＣＴ活用工事」を実施した場合は 0.5 点加点する。

なお，「ＩＣＴ活用工事」「簡易型ＩＣＴ活用工事」として費用を計上したかどうかは

問わない。
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（２）提出書類

・ＩＣＴ活用工事又は簡易型ＩＣＴ活用工事を実施したことが確認できる検査結果通

知書

（検査結果通知書で確認できない場合の提出書類は次のとおり）

・工種の着手前の施工計画書該当ページ（写）（表紙，計画工程表，指定機械，主要船

舶・機械，施工方法，施工管理計画，起工測量に関する内容等）及び工事打合せ簿（写）

・実施状況が確認できる写真（各段階で２，３枚程度），データ抜粋等

○広島県建設分野の革新技術活用制度※の登録技術の活用

（１）共通事項

・表彰対象工事において活用したもの。

・広島県建設分野の革新技術活用制度の登録技術を活用した場合，施工数量や施工金額

を問わず，２点加点する（複数の登録技術を活用した場合も最大２点）。

  なお，広島県建設分野の革新技術活用制度の登録技術を設計計上しているかは問わ

ない。

（２）提出書類

・広島県建設分野の革新技術活用制度の登録技術を活用したことが確認できる検査結

果通知書

（検査結果通知書で確認できない場合の提出書類は次のとおり）

・施工計画書該当ページ（写）（表紙，指定機械，主要船舶・機械，施工方法，施工管

理計画等）及び工事打合せ簿（写）

・実施状況が確認できる写真（２，３枚程度），データ抜粋等

※広島県建設分野の革新技術活用制度： 

令和４年４月 19 日付けで広島県長寿命化技術活用制度を広島県建設分野の革新技術活用制度に改

正した。革新技術活用制度の技術の登録は，令和４年 10 月から開始しており，それまでの期間は，

広島県長寿命化技術活用制度の登録技術を加点対象とする。 
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２ 地域維持分野

○地域維持業務の実施 

（１）共通事項

・優良建設工事の引渡年度において，昼夜問わず緊急対応が必要な広島県発注の地域維

持業務（路線委託業務，除雪業務（凍結防止剤散布含む）及び防潮扉開閉業務等）を

履行した場合（履行期間に優良建設工事の引渡年度が含まれる），表彰対象工事すべ

てを対象として１点加点する（複数工事が表彰対象の場合，それぞれの工事に加点す

る）。

（２）提出書類

・最新の契約書（写）（表紙，業務内容が分かる内訳表等）

・実施状況が確認できる写真（２，３枚程度）
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３ 持続可能分野

○週休２日の完全実施または４週６休以上４週８休未満の実施

（１）共通事項

ア 現場閉所による週休２日の実施

・表彰対象工事において実施したもの。

   ・本県が定めた「週休２日モデル工事試行要領」に基づく，対象期間において，現場

閉所日数が，４週８休相当以上（現場閉所率 28.5％（８日／28日）以上）の場合

は１点，４週６休以上４週８休未満（現場閉所率 21.4％（６日／28 日）以上 28.5％

未満）の場合は 0.5 点加点する。ただし，現場施工のある工事を対象とし，対象期

間が１週間未満の工事は対象外とする。

なお，週休２日モデル工事により設計変更したかどうかは問わない。

  イ 各技術者等の休日取得状況による週休２日の実施

・表彰対象工事において実施したもの。 

   ・本県が定めた「週休２日モデル工事試行要領」に基づく，施工体制台帳に記載した

元請業者及び下請業者における現場に従事した全ての技術者及び技能労働者（非

常勤（臨時）で従事する者は除く）（以下「技術者等」という。）の平均休日日数が，

４週８休相当以上（休日率（技術者等の休日日数を対象期間で除した率）28.5％（８

日／28 日）以上）の場合は１点，４週６休以上４週８休未満（休日率 21.4％（６

日／28 日）以上 28.5％未満）の場合は 0.5 点加点する。ただし，現場施工のある

工事を対象とし，対象期間が１週間未満の工事は対象外とする。 

なお，週休２日交替制モデル工事により設計変更したかは問わない。 

（２）提出書類

・４週８休相当以上又は４週６休以上４週８休未満を達成したことが確認できる検査

結果通知書

（検査結果通知書で確認できない場合の提出書類は次のとおり）

・（１）アの場合，工事着手までに発注者に提出した休日取得計画表及び工事打合せ（写）

・（１）アの場合，実績を記入した休日取得計画表及び工事打合せ簿（写）

・（１）イの場合，各技術者等の休日取得状況による週休２日の実施を発注者へ申し出

を行った工事打合せ簿（写）

・（１）イの場合，実績を記入した休日取得状況表（週休２日交替制モデル工事様式）

・休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）の写し
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○建設キャリアアップシステムの活用

（１）共通事項

・表彰対象工事において，建設現場に建設キャリアアップシステムのカードリーダー

を設置し，技能労働者の日々の就業履歴を蓄積するとともに，作業員名簿や施工体

制の作成等の現場管理で「建設キャリアアップシステムの活用」をした場合に 0.5

点加点する。

（２）提出書類

・事業者登録していることが分かる資料（事業者ＩＤ通知の写し等）

・カードリーダーの設置状況，使用状況が確認できる写真（２，３枚程度）

・建設キャリアアップシステムから出力した帳票（表彰対象工事の作業員名簿，施工体

制台帳等，システムを活用したことが分かる資料の中からいずれか１点）

○工事着手時４０歳以下の技術者による施工

○女性技術者による施工

（１）共通事項

・表彰対象工事において，原則として，工期の全期間にわたり従事した主任・監理技術

者とし，表彰対象技術者と同一の者とする。

・それぞれの項目ごとに加点し，工事着手時 40歳以下の技術者による施工をした場合

は１点，女性技術者による施工をした場合は２点加点する（１工事最大３点）。 

・工事着手時とは，工期の始期日のことである。

（２）提出書類

・各技術者を配置したことが確認できる検査結果通知書

（検査結果通知書で確認できない場合の提出書類は次のとおり）

・年齢や性別の要件が確認できる書類の写し

①健康保険証

②マイナンバーカード

③パスポート

④その他，公の機関が発行した書類

※要件に関係しない箇所は黒塗り等により消去することとし，旧姓を使用している

場合は，旧姓と新姓が確認できる書類（戸籍謄本等，公の機関が発行した書類）を

添付すること。
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工事及び業務に係る生産性向上に資する取組について 





工事及び業務に係る生産性向上に資する取組について 

技 術 企 画 課 

建 設 Ｄ Ｘ 担 当 

１ 趣旨 

工事及び業務の生産性向上の実現に向け，ＩＣＴ活用工事の拡大等の取組を進める。

２ 取組内容 

(1) ＩＣＴ活用工事の拡大について【再掲】 

ア 対象工事の拡大 

土工，舗装工，河川浚渫及び舗装工（修繕工）は，発注者指定型及び発注者指定（簡易）型の

対象工事を拡大する。また，ＣＩＭモデルの業務成果があるものは，原則，発注者指定型で発注

する。 

【土工】                  【舗装工】 

【河川浚渫】                【舗装工（修繕工）】 

イ 適用工種の拡大 

次のとおり適用工種を拡大する。 

※ 下線部は，追加・拡大する工種

適用工種 

土工（すべての施工規模），舗装工，河川浚渫，作業土工（床掘），付帯構造物設置工，

法面工，地盤改良工，舗装工（修繕工）（切削オーバーレイ工，路面切削工）， 

構造物工（橋脚・橋台，橋梁上部，基礎工，擁壁工） 

図 発注型式イメージ
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(2) ＣＩＭ推進モデル業務及びＣＩＭ活用工事の拡大について【再掲】 

ア ＣＩＭ推進モデル業務 

(ｱ) 土工の３次元設計業務 

ＩＣＴ活用工事（土工）の推進を図るため，概ね 1,000m3 以上の土工を取り扱う業務を『発

注者指定型』で発注する。 

(ｲ) ＣＩＭ活用業務 

橋梁，函渠，砂防堰堤などの主要な土木構造物の詳細設計業務を対象に，請負対象設計金額

２千万円以上の業務を『発注者指定型』，２千万円未満を『受注者希望型』で発注し，設計業務

件数の３割の実施を目指す。 

イ ＣＩＭ活用工事 

設計段階において作成した「ＣＩＭモデル」がある場合については，原則として，『発注者指

定型』で発注する。

(3) 現場施工の効率化 

設計，発注，材料の調達，加工，組立等の一連の生産工程や，維持管理を含めたプロセス全体の

最適化を図るため，設計段階においてコンクリート構造物の比較案にプレキャスト工法等を加える

とともに，施工段階においてもプレキャスト製品を使用する等の取組を推進する。 

(4) 遠隔臨場やＷｅｂ会議システム等の活用 

受発注者双方の業務効率化等を図ることを目的として，次の取組を推進する。

ア 遠隔臨場 

土木建築局が発注する全ての工事及び業務を対象として，受注者が希望する場合には，遠隔臨

場を実施できることとしている。 

～建設現場等の遠隔臨場に関する試行要領（令和３年９月 22 日制定）～ 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/standard/file/enkaku.pdf

イ Ｗｅｂ会議システム等の活用 

土木建築局が発注する全ての工事及び業務を対象として，Ｗｅｂ会議システム等を活用した検

査及び打合せを推進する。
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広島県建設分野の革新技術活用制度の 

登録技術の活用について 





広島県建設分野の革新技術活用制度の登録技術の活用について

１ 広島県建設分野の革新技術活用制度について

広島県では，建設分野における担い手不足などの様々な課題に対応するため，広島県建設分野

の革新技術活用制度を令和４年４月に創設※し，施設の長寿命化技術に加え，インフラ整備等の

効率化・高度化に資する革新技術の登録・活用を推進しています（制度の概要は別紙リーフレッ

トのとおり）。

本制度では，現在 123 技術を登録しており，登録技術の概要は広島県ＨＰで公表しています。

＜登録状況一覧（登録区分別）＞ 

主部門 
区分３ 

（うち推奨技術）
区分２ 区分１ 

登録数 
（R５年４月時点）

長寿命化 49（20） 13 ― 62（20） 

効率化 39（27） ８ ― 47（27） 

高度化 ８（２） ４ ２ 14（２） 

合計 96（49） 25 ２ 123（49） 

＜登録技術の概要＞ 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/asset/summary-of-the-technology.html 

２ 登録技術の活用にあたって 

＜建設コンサルタント関係＞ 

設計業務等共通仕様書に次のとおり定めていますので，登録技術を比較検討の対象としてく

ださい。

＜建設工事関係＞ 

工事の総合評価落札方式において，過去２年間に登録技術の活用実績がある場合，評価項目と

して１点加点します。また，優良建設工事等表彰において，県が引渡しを受けた工事で登録技術

を活用した場合，２点加点します。

⇒引き続き，現場の適用条件等を考慮した上で，登録技術の積極的な活用をお願いします。

【設計業務等共通仕様書（令和４年８月）広島県 第 1209 条（抜粋）】

12. 受注者は，概略設計又は予備設計における比較案の提案，評価及び検討をする場合には，従来技

術に加えて，新技術情報提供システム（NETIS）等，広島県長寿命化技術活用制度等を利用し，有用

な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお，従来技術の検討におい

ては，NETIS 掲載期間終了技術についても，技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含め

ることとする。

また，受注者は，詳細設計における工法等の選定においては，従来技術（NETIS 掲載期間終了技

術を含む）に加えて，新技術情報提供システム（NETIS）等，広島県長寿命化技術活用制度等を利用

し，有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い，調査職員と協議のうえ，採用す

る工法等を決定した後に設計を行うものとする。

※広島県長寿命化技術活用制度より改正
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YouTubeチャンネルのご案内

本制度では，
広島県建設分野の革新技術チャンネル
を運営しています！

制度の概要や登録技術の紹介動画を
公開していますので，ぜひご覧ください！

または

QRコード（YouTube）
でアクセス

広島県 革新技術 検 索
YouTube上で
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大規模災害時の協力建設事業者登録制度について 
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広島県アダプト制度について 





広島県アダプト制度について

土木建築局道路河川管理課 

１ アダプト制度とは

 「アダプト」とは，英語で養子縁組をするという意味で，地域住民・企業等が中心となって道

路・河川・公園等の公共施設を清掃・緑化等を通じてわが子のように面倒を見ていく活動を行い，

公共施設の管理者は，看板の設置，保険加入等の必要な支援をしながら，官民協働によるまちづ

くり，施設の維持・管理，公共空間の環境美化等を推進していく制度です。

２ 広島県アダプト制度について

 県では，県管理の道路及び河川にアダプト制度を導入しています。

（１）マイロード・システム（認定団体数 729 団体：令和４年 12 月現在） 

ボランティア活動として，県の管理する国道・県道の清掃，美化等を行う団体，企業，個人

等をマイロード団体として認定し，その活動をバックアップすることにより，住民と行政の協

働体制の構築を目指しています。 

【団体の認定要件】 

・ 協力に関する覚書を締結した市町において，県の管理する道路 100 メートル以上の活動であ

ること。 

・ 道路敷の清掃・除草，その他道路環境を改善する活動を行う団体，企業，個人などであるこ

と。 

（２）ラブリバー制度（認定団体数 466 団体：令和４年 12月現在） 

ボランティア活動として，県の管理する一級河川・二級河川の清掃，美化等を行う団体，企

業，個人をラブリバー団体として認定し，その活動をバックアップすることにより，住民と行

政の協働体制の構築を目指しています。 

【団体の認定要件】 

・ 協力に関する覚書を締結した市町において県の管理する一級河川，二級河川における 50 メ

ートル以上の活動であること。 

・ 河川敷の清掃・除草，その他河川環境を改善する活動を行う団体，企業，個人などであるこ

と。

３ 行政の支援内容

（１）県の支援内容

・ 表示板の設置

・ 傷害・損害賠償保険の設定

・ 活動費の一部支援

 （令和３年度実績：476 団体，奨励金総額 ，18,297 千円） 

（２）市町の支援内容

・ 回収ゴミの受け入れ
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（広島県アダプト制度の相関図）

※県内のアダプト活動の推進・支援等を目的に，行政と民間の中間支援組織として設立されたＮＰ

Ｏ法人。

（アダプトに関する問い合わせ先）

広 島 県 土 木 建 築 局  道 路 河 川 管 理 課 ℡（０８２）５１３－３９０３ 

または最寄りの広島県各建設事務所（支所）へ

広 島 県 西 部 建 設 事 務 所 管理第一課 ℡（０８２）２５０－８１５０ 

                 管理第二課 ℡（０８２）２５０－８１５７ 

広島県西部建設事務所呉支所 管 理 課 ℡（０８２３）２２－５４００ 

広島県西部建設事務所廿日市支所 管理用地課 ℡（０８２９）３２－１１４１ 

広島県西部建設事務所安芸太田支所 管理用地課 ℡（０８２６）２２－０５４１ 

広島県西部建設事務所東広島支所 管 理 課 ℡（０８２）４２２－６９１１ 

広 島 県 東 部 建 設 事 務 所 管 理 課 ℡（０８４）９２１－１３１１ 

広島県東部建設事務所三原支所 管 理 課 ℡（０８４８）６４－４２６３ 

広 島 県 北 部 建 設 事 務 所 管 理 課 ℡（０８２４）６３－５１８１ 

広島県北部建設事務所庄原支所 管理用地課 ℡（０８２４）７２－２０１５ 

行政（広島県） 

・団体名等を記した表示板設置 

・傷害・損害賠償保険の加入 

・活動奨励金の交付 

ＮＰＯ法人ひろしまアダ

プト（※）
・アダプト活動団体の支援 

・行政等への提案 

・情報発信 

アダプト活動団体 
（マイロード・ラブリバー団体）

・道路・河川の清掃，緑化，草

刈活動等

行政（市町） 

・制度の運営に協力 

・ごみの処分等の協力 

支
援
・
協
力

協 働 

連携・協力

支
援
・
協
力

連
携
・
協
力

支援・協力
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入札参加資格（追加申請）の随時受付について 





入札参加資格（追加申請）の随時受付について 

 令和５・６年度入札参加資格の追加申請については，次のとおり随時受付を行っており

ます。 

１ 申請方法 

広島県及び県内市町（広島市を除く。以下同じ。）が共同して運用する電子入札等シ

ステムによって，インターネットを利用した申請(電子申請)を行ってください。 

  電子申請を行うためには，電子入札と同じ電子入札コアシステムに対応した ICカー

ドを利用していただく必要があるほか，ICカードがなくとも，「商号又は名称」と「利

用者登録番号」により利用することができます。 

  利用者基本規約等をよく確認していただくとともに，「利用者登録番号」を持ってい

ない場合は，利用開始申請書の提出とブラウザの設定が必要です。（既に，電子入札・

電子申請をご利用の方は必要ありません。） 

２ 申請期間等 

（１） 申請期間 

令和５年４月３日（月）～令和６年９月 17日（火）（９:00～17:00）（土・日・祝

祭日を除く） 

（２） 添付書類の到達期限（広島県） 

申請後速やかに提出。ただし，令和６年９月 17 日（火）まで。 

（３） 認定時期（広島県） 

前々月 15日まで受付分を各月１日頃（初回認定日は令和５年７月１日頃） 

※ 各月の 15日が閉庁日の場合は，その翌開庁日 

※ 県内市町の認定時期等の取扱いについては，「広島県の調達情報」に掲載して

おります。 

nintei_ichiran.pdf (hiroshima.lg.jp)

（４） 申請の手引き等 

申請の手引き，様式等は「広島県の調達情報」に掲載しております。 

トップページ> 入札参加資格> 入札参加資格申請等 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k02/k02nyusatu-

sinsei.html
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令和５年度建設技術者等雇用助成事業について 





 県民の安全安心を守るための防災減災対策推進のため，県内建設業者において工事を着実に実施

していけるよう不足している建設技術者等の確保するため，助成金を支給します。 

 ※( )は中小企業(資本金もしくは出資の総額が 3億円以下又は常時雇用する労働者 300人以下の企業)以外の企業に対する支給額です。 

年間総支給額 助成対象期間 支給単位 

６０万円 

（５０万円） 

最長１年間  

令和７年３月実績まで 
３か月毎 

令和５年度 
建設技術者等雇用助成事業 

のご案内 

○申請できる建設業者 

 以下の条件を満たすことが必要です。 

 １ 広島県の入札参加資格において，土木一式又はとび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄの認定を受けていること。 

 ２ 主たる営業所を県内に有すること。 

 ３ 助成金支給のための要件を満たす労働者を１年以上継続して雇用する意思があること。 

 ４ 県税の滞納がないこと。 

○助成対象となる技術者等 

 雇用の対象となる労働者は，次の全ての要件を満たすことが必要です。 

 １ 雇入れ日の前日までの６か月間，広島県内の建設業者に雇用されていないこと。 

 ２ 住所に応じて，次のいずれかに該当すること。（いずれの場合も新規学校卒業者を除く。） 

  (１) 雇入れ日の前日までの６か月間，広島県外に継続して住所を有していた者で，かつ，申

請者に雇用されることを目的に，広島県に転入をしたこと。ただし，転入することなく，

雇用契約を証する書類に記載の就業の場所へ通勤可能である場合を除く。 

  (２) 雇入れ日の前日までの６か月間，広島県内に継続して住所を有していた者で，かつ，建

設業以外の業種から転職又は就職し，申請者に雇用されること。 

 ３ 雇入れ日現在の満年齢が７０歳未満であること。ただし，満年齢６０歳以上の者については，

厚生労働省が所管する特定求職者雇用開発助成金の対象となる労働者を除く。 

 ４ 次のいずれかの資格を有していること。 

  (１) 土木一式工事又はとび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事の主任技術者の要件を満たす者 

  (２) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者（雇入れ日から

６か月以内に取得する者を含む。） 

 ５ 健康保険及び厚生年金保険並びに雇用保険の適用があること。 

 ６ １週間の所定労働時間が３０時間以上であること。 

○助成対象となる雇用開始期間 

 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに雇用された技術者が対象 

○手続きの流れ（着色部が，申請者が行う手続き）※申請は雇入れから３か月以内
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【参考】 

○ 建設技術者等(緊急)雇用助成金事業 支給決定件数 

    ９４名（令和５年３月１５日現在） 

○ こんな技術者等に対して助成金を支給しています。 

  ・運送業からの転職者(30 代)で雇入れ後に車両系建設機械の運転技能講習を修了 

  ・他県建設業者から転職した一級土木施工管理技士(50 代) 

  ・雇用保険給付期間終了後の採用者(40 代)で車両系資格保有者 

  ・製造業から転職した車両系資格保有者(20 代) 

  ・公務員から転職した一級土木施工管理技士(30 代) 

  ・医療事務を退職し，車両系資格を取得後の採用者(30 代) 

  ・飲食業アルバイトからの転職者(20 代)で雇入れ後に車両系建設機械の運転技能講習を修了 

  他業種からの雇入れ等でも，雇入れ後半年以内に運転技能講習を修了することにより。現場で

の即戦力として活躍しています。 

  また，県外居住者であっても，通勤可能である場合は県内への転居が必須ではありません。 

【ホームページ】 

 詳しい手続き方法・必要書類については，広島県ホームページをご覧ください。 

 トップページ ＞ 組織でさがす ＞ 土木建築局 ＞ 建設産業課 

  ＞建設技術者等雇用助成事業について【令和４年度】 

 アドレス：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/93/shinjoseikin.html

 ＱＲコード 

【問い合わせ先及び申請先】 

 広島県 土木建築局 建設産業課 建設業グループ 

 〒730-8511 広島市中区基町 10-52 （広島県庁北館６階） 

 TEL:082-513-3822 FAX:082-223-3593 Email:dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp 
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